
不動産所有者様の登記簿上の住所と印鑑証明
書上の住所が違うときの一般的な必要書類

①登記簿上の住所と印鑑証明書上の住所のつ
ながりがつく住民票又は戸籍附票（住所の連続
性が確認できるもの）※

②登記申請用委任状（不動産所有者様）

③事情によりその他書類

※つながりがつかない場合には、早めにご相談ください
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